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件名: 入札№122「港湾施設の利用可否判断に係るガイドライン等の運用支援のための生成AI活用方策検討業務」

質　問 回　答

RAG機能提供サービスの選定: 比較検討の対象となる「その他の代
表的なRAG構築・機能提供サービス」の3～5例は、ISMAPを考慮す
る必要がありますでしょうか。

ナレッジベースの提供: 「港湾施設の利用可否判断に係るガイドライ
ン等」のナレッジベース（KB）は、どのようなファイル形式（PDF、
Word、HTML、画像PDF等）で、どの程度の分量が提供される予定
でしょうか。

ISMAPを考慮しないものとして1～2例を選定し、残りについては
ISMAPを考慮するものとお考え下さい。

PDF形式で50ページ程度でまとめられたガイドライン等を想定してい
ます。PDFの中には図表が組み込まれており、文書内の図・表のテ
キスト化も想定しています。

業務範囲（ナレッジベースの整備）: 別表-1にあるナレッジベースの
整備イメージは、一部は実証実験に必要と考えられますが、本業務
でどこまで作成する必要がありますでしょうか。

システム要件（素案）の最終目的: 別紙3の「システム要件（素案）」
は、本業務で検討するRAG導入方策の結果として提案すべき要件
という理解しています。実証試験を行うRAGシステムでは、どの程度
考慮すべき要件でしょうか。

実証試験の評価基準: 「回答の正確性に関する評価基準」につい
て、評価基準は定量的なもの、定性的なもの、両者を含む想定で
しょうか。

拡張性（オンプレミス環境への移植）の詳細: 拡張性の評価項目に
「オンプレミス環境へのシステム移植」が含まれていますが、想定さ
れるオンプレミス環境の概要をご教示ください。

業務体制と調査職員の関与: RAG構築・機能提供サービス選定に
関する協議や、業務の進捗報告・中間報告について、初回以外は
オンラインも可能でしょうか。

5-3-1(1)サービスの機能充足性については、具体的にどのような観
点での検討が想定されておりますでしょうか。

本業務で利用を想定している 「Gemini for Google Workspace」 の利
用ライセンスは契約済みか、新規購入が必要かどちらでしょうか。ま
た、新規購入が必要な場合、ライセンス費用は本業務の契約金額
に含めるべきですか。購入が必要な場合は、必要なアカウント数を
教えてください。

検討・実証試験における 外部サービス（LLM、クラウドインフラ等）
の利用費用 は、受注者（入札金額に含める）と発注者（別途負担）
のどちらが負担する想定ですか。（5-3-2(3) 関連）

実証試験（5-3-3）で用いる 「その他1件のRAG機能提供サービス」
は、5-3-1 の基礎情報整理で選定する3～5例の中から選定するこ
とになりますか？それとも、5-3-2(3) で検討対象とする「その他1件
のRAG機能提供サービス」と同一である必要がありますか。

仕様書の5-3-3 の「Gemini for Google Workspace 及びその他1 件
のRAG 機能提供サー
ビス」について、当該サービスの費用負担および契約主体は発注
者・受注者のどちらにな
りますでしょうか。

本業務の実施にあたり、業務の一部を協力会社へ再委託（外注）す
ることは可能でしょうか。

本業務には、別表ー１にあるナレッジベースの整備は含まれていま
せん。

別紙３は、参考として示していますが、実証試験においては、１と２を
満し、５のユースケースに近い形で実行できる事が望ましいと考えて
います。

両者を含む想定です。

以下のとおりです。
OS：Ubuntu LTS
CPU：48 Core Xeon Gold 6240R
メモリ：96GB(8GB×12)

仕様書のとおり、「対面で実施することを基本とするが、実施が難し
い場合には実施方法について協議を行うもの」としています。

プロンプト最適化への対応、API連携の可否、アップロード容量制限
等の観点等を想定していますが、詳細についてはこの限りではなく、
調査職員との協議によって決定します。

 「Gemini for Google Workspace」 等のRAG機能提供サービスの利
用ライセンスは受注者が契約します。本業務においては、調査職員
はこれらを操作しないので、必要なアカウント数は本業務に係わる
受注者の人数分になるものと想定しています。

質問９への回答のとおりです。

5-3-2(3) で検討対象とする「その他1件のRAG機能提供サービス」と
同一である事を想定しています。

質問９及び10への回答をご覧ください。

落札後締結する契約書は以下の条文を記載する予定です。本条に
抵触しない限りにおいて、一部を委任または、発注者の承諾によっ
て、請け負わせることは可能です。

（一括委任又は一括下請負の禁止）
　第●条　受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書におい
て指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはなら
ない。
　2　受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書にお
いて指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならな
い。
　3　受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせよう
とするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。た
だし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又
は請け負わせようとするときは、この限りでない。
　 4　発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負
わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求すること
ができる。


